
平成１３年（行ウ）第１５０号行政文書不開示処分取消請求事件 

原 告 非特定営利法人情報公開市民センター 

被 告 外務大臣 川 口 順 子 

上  申  書 
 

２００５年６月１６日 

東京地方裁判所民事第２部Ａ２係 御中 

 

原告訴訟代理人弁護士   高    橋    利    明 

同                     羽    倉    佐 知 子 

同                     土    橋          実 

同                     谷    合    周    三 

 

被告の１７年２月２４日付け上申書による指摘について、以下のとおり上申する。 

 

１  甲第３９号証について 

甲３９に関する２００４年６月３０日証拠説明書の記載内容のうち、開示を受

けた枚数「４枚」とあるのを「３枚」と訂正する（被告上申のとおり）。 

２  甲第６０号証について 

甲６０に関する２００４年６月３０日証拠説明書の記載内容のうち、開示を受

けた枚数「４枚」とあるのを「６枚」と訂正する（被告上申のとおり）。 

３  甲第７０号証について 

被告は、甲７０には、４枚目の文書（「２頁不開示」と記載されている文書）

の提出がないとするが、原告が開示を受けて保管している文書には、上記４枚目

の文書はない。 
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しかし、行政文書開示を行った被告において、上記のとおり主張するのであれ

ば、その主張を特に争うものではなく、４名目に「２頁不開示」と記載されてい

る文書があることは認める（ただし、原告は同文書を保有していないので、証拠

提出することは不可能である）。 

４  甲第２３号証及び第３０号証について 

被告は、甲２３の２０枚目の文書（「１頁不開示」と記載されている文書）は、

甲３０を構成する５枚目の文書であるとするが、原告が開示を受けて保管してい

る文書は、原告提出のとおりに整理されている。 

しかし、行政文書開示を行った被告において、上記のとおり主張するのであれ

ば、そのとおりに訂正するものとして扱われることに異議はない。 

５  甲第３２号証及び第３３号証について 

被告は、甲３３の６枚目以降の計１２枚の文書は、甲３２を構成する文書であ

るとするが、原告が開示を受けて保管している文書は、原告提出のとおりに整理

されている。 

しかし、行政文書開示を行った被告において、上記のとおり主張するのであれ

ば、そのとおりに訂正するものとして扱われることに異議はない。 

 

以上 


